
台
湾
に
お
け
る
取
調
べ
規
制
及
び
関
連
供
述
の
評
価

黄

朝

義

台湾における取調ぺ規制及び関連供述の評価

　
　
　
取
調
べ
全
過
程
の
連
続
録
音
・
録
画
問
題

　
　
　
自
白
任
意
性
判
断
及
ひ
そ
の
証
明
に
つ
い
て

　
　
　
取
調
中
黙
秘
権
等
の
権
利
告
知
に
つ
い
て

　
　
　
夜
間
取
調
べ
の
禁
止
規
定
に
つ
い
て

　
　
　
そ
の
他
特
別
取
調
規
定
の
違
反
に
つ
い
て

四
　
結
ひ
に
か
え
て

　
1

　
2

　
ヨ
　
　
　
　 一

　
台
湾
刑
事
訴
訟
法
の
概
説

二
　
被
疑
者
取
調
べ
の
手
続
保
障
規
定
及
ひ
自
白
評
価

三
　
共
同
被
告
人
の
供
述
及
び
被
告
人
の
証
人
尋
問
権
に
つ
い
て

　
1
　
概
説

　
2
　
共
同
被
告
人
供
述
の
伝
統
的
な
見
解

　
3
　
大
法
官
会
議
第
五
八
二
号
解
釈
の
見
解
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台
湾
刑
事
訴
訟
法
の
概
説

　
台
湾
刑
事
訴
訟
法
は
、
一
九
三
五
年
当
時
国
民
党
が
支
配
し
て
い
た
中
国
で
制
定
し
た
刑
事
訴
訟
法
（
い
わ
ゆ
る
中
華
民
国
刑
事

訴
訟
法
）
を
、
一
九
四
九
年
国
民
党
が
国
共
内
戦
敗
戦
に
と
も
な
っ
て
台
湾
に
持
ち
込
ん
で
施
行
し
、
何
度
も
改
正
し
て
き
た
も
の

で
あ
る
。

　
日
本
大
正
刑
事
訴
訟
法
（
旧
刑
訴
）
を
範
と
し
た
中
華
民
国
刑
事
訴
訟
法
は
、
当
初
、
大
陸
法
系
の
職
権
主
義
を
基
に
し
て
、
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

体
的
真
実
発
見
を
強
調
し
な
が
ら
も
、
被
告
人
の
訴
訟
手
続
的
な
防
御
権
が
十
分
に
保
障
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
中
華
民
国
刑
事
訴

訟
法
に
は
、
い
く
つ
か
の
特
徴
が
あ
る
。
第
一
に
、
捜
査
段
階
で
は
、
被
疑
者
が
捜
査
の
客
体
と
な
り
、
検
察
官
が
裁
判
官
と
ほ
ぼ

同
じ
強
制
処
分
権
（
例
え
ば
召
喚
、
勾
引
、
勾
留
、
捜
索
押
収
等
）
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
起
訴
段
階
で
は
、
起
訴
状
一
本

主
義
を
と
ら
ず
、
公
訴
提
起
と
同
時
に
、
起
訴
状
だ
け
で
な
く
、
証
拠
物
や
証
拠
書
類
な
ど
の
す
べ
て
の
書
類
を
裁
判
所
に
一
斉
に

送
付
す
る
こ
と
、
第
三
に
、
公
判
段
階
で
は
、
訴
因
制
度
を
と
ら
ず
、
裁
判
所
が
検
察
官
の
起
訴
事
実
及
び
罰
条
に
拘
束
さ
れ
な
い

こ
と
、
第
四
に
、
証
拠
調
べ
手
続
き
で
は
、
い
わ
ゆ
る
伝
聞
法
則
を
と
ら
ず
、
裁
判
官
が
職
権
で
直
接
審
理
の
も
と
に
、
公
判
手
続

を
主
導
的
に
行
う
こ
と
、
第
五
に
、
上
訴
審
で
は
、
控
訴
審
が
覆
審
で
、
上
告
審
が
法
律
審
（
事
後
審
）
と
さ
れ
る
こ
と
な
ど
で

（
2
）

あ
る
。

　
一
九
三
五
年
以
後
、
こ
の
中
華
民
国
刑
事
訴
訟
法
は
何
度
も
改
正
さ
れ
、
職
権
主
義
的
な
構
造
か
ら
当
事
者
主
義
的
な
構
造
に
変

化
し
続
け
て
き
た
。
一
九
六
七
年
改
正
刑
事
訴
訟
法
は
、
更
な
る
法
の
改
正
を
重
ね
て
、
い
く
つ
か
の
当
事
者
主
義
の
趣
旨
（
例
え

ば
公
判
手
続
の
証
拠
規
定
、
証
拠
調
べ
続
き
な
ど
）
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
九
三
五
年
当
時
の
中
華
民
国
刑
事
訴
訟
法
と
は

別
の
道
を
歩
ん
で
お
り
、
い
わ
ゆ
る
当
事
者
主
義
よ
り
（
改
良
式
の
当
事
者
主
義
）
の
台
湾
ス
タ
イ
ル
の
刑
事
訴
訟
法
（
以
下
、
刑
事

訴
訟
法
と
略
す
）
が
生
ま
れ
て
き
た
。
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刑
事
実
務
の
実
態
か
ら
み
る
と
、
一
九
六
七
年
法
改
正
後
、
刑
事
訴
訟
法
に
お
い
て
は
、
台
湾
社
会
や
世
界
人
権
の
思
潮
の
波
に

乗
っ
て
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
の
後
も
法
改
正
が
後
を
絶
た
な
い
ほ
ど
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
法
改
正
の
特
徴

と
し
て
は
、
簡
易
手
続
（
即
決
手
続
、
刑
訴
法
四
四
九
条
以
下
）
や
量
刑
プ
リ
ー
・
バ
ー
ゲ
ニ
ン
グ
制
度
（
同
四
五
五
条
の
二
以
下
）
、

捜
査
弁
護
制
度
（
同
二
七
条
、
｝
二
条
、
二
四
五
条
）
、
証
拠
法
則
（
同
】
五
四
条
以
下
）
な
ど
の
新
設
あ
る
い
は
改
正
の
ほ
か
捜
査
段

階
の
取
調
べ
規
制
に
関
す
る
法
改
正
が
改
正
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

　
一
九
六
七
年
以
降
の
主
な
法
改
正
と
し
て
は
、
例
え
ば
一
九
八
二
年
に
は
捜
査
段
階
の
弁
護
人
依
頼
権
（
同
二
七
条
）
、
弁
護
人

　
　
　
　
ハ
ヨ
レ

の
立
会
い
権
（
同
二
四
五
条
）
等
の
改
正
が
、
一
九
九
七
年
に
は
捜
査
段
階
の
勾
留
規
定
（
令
状
主
義
の
採
用
に
変
わ
る
こ
と
、
同
］

〇
一
条
以
下
）
、
取
調
べ
始
点
の
計
算
（
同
九
三
条
の
一
）
、
予
防
勾
留
制
度
（
同
一
〇
一
条
の
一
）
の
新
設
、
取
調
べ
全
過
程
の
連
続

テ
ー
プ
録
音
・
録
画
（
同
一
〇
〇
条
の
一
）
、
司
法
警
察
職
員
の
取
調
べ
規
定
の
準
用
（
同
一
〇
〇
条
の
二
）
な
ど
の
改
正
が
、
一
九

九
八
年
に
は
捜
査
段
階
の
夜
間
取
調
べ
の
禁
止
規
定
（
同
一
〇
〇
条
の
三
）
の
改
正
が
、
二
〇
〇
】
年
に
は
捜
索
規
定
（
令
状
主
義
の

採
用
に
変
わ
る
こ
と
、
同
一
二
八
条
以
下
）
の
改
正
が
、
二
〇
〇
二
年
に
は
実
質
的
当
事
者
主
義
傾
斜
の
法
改
正
（
同
］
六
一
条
、
一
六

三
条
）
及
び
起
訴
猶
予
制
度
の
新
設
（
同
二
五
三
条
の
］
以
下
）
が
、
二
〇
〇
三
年
に
は
証
拠
法
（
特
に
同
一
五
四
条
の
無
罪
推
定
、
一

五
五
条
の
厳
格
証
明
手
続
、
一
五
六
条
の
自
白
法
則
及
び
そ
の
調
査
、
一
五
八
条
の
四
の
証
拠
排
除
法
則
、
一
五
九
条
以
下
の
伝
聞
法
則
及
び

例
外
規
定
、
二
七
三
条
の
準
備
手
続
規
定
な
ど
）
の
全
面
的
改
正
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
台
湾
刑
事
訴
訟
法
は
こ
う
し
た
法
改
正
を
経
た
も
の
の
、
な
お
改
正
す
べ
き
課
題
が
山
積
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
起
訴
状
一
本
主

義
と
訴
因
制
度
を
と
っ
て
い
な
い
現
状
で
は
、
刑
事
訴
訟
制
度
が
職
権
主
義
の
基
盤
か
ら
当
事
者
主
義
に
移
行
す
る
と
、
様
々
な
矛

盾
と
解
決
し
難
い
問
題
が
刑
事
実
務
上
に
し
ば
し
ば
生
じ
る
。
と
り
わ
け
、
公
判
手
続
に
お
い
て
多
く
当
事
者
主
義
の
概
念
が
導
入

さ
れ
る
が
、
捜
査
段
階
で
、
職
権
主
義
色
が
な
お
濃
い
糾
問
式
の
検
察
司
法
に
お
け
る
実
務
運
営
及
び
法
解
釈
に
つ
い
て
は
、
被
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

人
に
対
す
る
対
等
構
造
の
保
障
が
ま
だ
十
分
で
は
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
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そ
れ
に
し
て
も
、
法
改
正
の
全
過
程
に
お
い
て
公
判
手
続
に
関
す
る
規
定
の
度
重
な
る
修
正
以
外
に
、
被
疑
者
の
取
調
べ
に
関
す

る
規
範
の
改
正
も
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
取
調
べ
に
関
す
る
被
疑
者
の
自
白
評
価
に
つ
い
て
、
理
論
面
あ
る
い
は
実

務
面
を
問
わ
ず
、
よ
く
検
討
さ
れ
る
課
題
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
論
は
当
事
者
主
義
の
観
点
か
ら
、
台
湾
の
現
行
捜
査
段
階
で
の
被

疑
者
の
取
調
べ
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
、
ま
た
被
疑
者
の
取
調
べ
中
の
法
律
上
の
保
障
規
定
及
び
獲
得
し
た
自
白
を
い
か
に
処

理
し
評
価
す
べ
き
か
を
検
討
す
る
。
更
に
、
被
疑
者
の
取
調
べ
に
関
連
す
る
共
同
被
告
人
の
供
述
を
ど
う
評
価
す
る
か
も
本
論
の
検

討
し
た
い
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
本
論
文
が
日
本
の
比
較
刑
事
訴
訟
法
学
に
お
い
て
参
考
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

二
　
被
疑
者
取
調
べ
の
手
続
保
障
規
定
及
び
自
白
評
価

　
1
　
取
調
べ
全
過
程
の
連
続
録
音
・
録
画
問
題

　
被
告
人
の
自
白
が
任
意
性
を
保
っ
て
い
る
か
否
か
を
取
調
べ
の
手
法
か
ら
判
断
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
か
つ
て
、
自
白
の
任

意
性
の
調
査
方
式
と
し
て
は
、
裁
判
官
が
調
書
作
成
者
の
司
法
警
察
職
員
を
法
廷
に
召
喚
し
て
、
自
白
任
意
性
の
有
無
を
質
問
で
確

　
（
5
）

認
す
る
と
い
う
方
式
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
調
査
方
式
で
は
、
調
書
作
成
過
程
で
の
被
告
人
の
自
白
任
意
性
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
特
に
刑
事
訴
訟
法
改
正
前
に
お
け
る
自
白
調
書
の
作
成
過
程
に
は
、
取
調
べ
全
過
程
の
録
音
．
録
画
の
シ
ス
テ
ム
が
ま

だ
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
調
書
作
成
後
、
自
白
任
意
性
の
有
無
と
供
述
内
容
の
真
実
性
を
確
認
す
る
手
段
が
存
在
し
て
い
な
か

っ
た
。
こ
の
た
め
、
司
法
警
察
職
員
が
被
告
人
を
取
り
調
べ
る
全
過
程
に
お
い
て
は
、
録
音
・
録
画
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て
、
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

音
・
録
画
の
内
容
が
事
後
に
自
白
任
意
性
の
有
無
と
供
述
内
容
の
真
実
性
を
証
明
す
る
証
拠
と
す
る
の
が
最
善
の
方
法
と
な
る
。

　
取
調
べ
全
過
程
の
録
音
・
録
画
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
一
九
九
七
年
一
二
月
一
九
日
刑
事
訴
訟
法
が
改
正
さ
れ
、
第
一
〇
〇
条
の

一
が
追
加
・
改
正
さ
れ
た
。
こ
の
第
一
〇
〇
条
の
一
に
は
、
「
被
告
人
を
取
り
調
べ
る
と
き
、
必
ず
全
過
程
連
続
し
て
録
音
す
べ
き
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で
、
必
要
に
応
じ
て
更
に
全
過
程
録
画
す
べ
き
で
あ
る
。
但
し
急
迫
し
た
事
情
が
あ
り
、
か
つ
調
書
に
明
記
す
る
場
合
に
は
、
そ
の

限
り
で
は
な
い
（
第
一
項
）
。
調
書
に
記
載
さ
れ
た
被
告
人
の
陳
述
内
容
が
録
音
・
録
画
さ
れ
た
内
容
と
食
い
違
う
と
き
、
前
項
但

し
書
き
の
状
況
を
除
い
て
、
そ
の
食
い
違
う
部
分
の
内
容
を
証
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
第
二
項
）
。
…
…
」
と
規
定
さ
れ
た
。

司
法
警
察
職
員
が
被
疑
者
を
取
り
調
べ
る
と
き
、
そ
の
刑
事
訴
訟
法
第
】
○
○
条
の
一
の
規
定
に
準
ず
る
こ
と
に
な
る
（
同
一
〇
∩
）

　
（
7
）

条
の
二
）
。

　
つ
ま
り
、
一
九
九
七
年
の
改
正
刑
事
訴
訟
法
で
、
取
調
べ
全
過
程
を
透
明
化
す
る
た
め
に
、
取
調
中
の
状
況
を
録
音
ま
た
は
録
画

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
第
一
に
、
す
べ
て
の
取
調
べ
全
過
程
を
例
外
な
く
録
音
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
公
正
か
つ
客
観
性
を
保
つ
た
め
に
録
音
だ
け
で
な
く
、
可
能
な
限
り
録
画
も
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
第
三
に
、
調
書
に
記

載
し
た
内
容
と
録
音
・
録
画
の
内
容
が
食
い
違
っ
た
と
き
に
は
、
録
音
・
録
画
の
内
容
を
優
先
的
に
考
慮
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

　
取
調
べ
中
の
録
音
・
録
画
の
適
用
に
つ
い
て
、
台
湾
の
実
務
で
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
調
書
の
内
容
と
テ
ー
プ
録
音
・

録
画
の
内
容
と
の
食
い
違
い
に
対
す
る
抗
争
で
は
な
く
、
裁
判
所
が
録
音
・
録
画
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
調
書
の
証
拠
能
力
を

肯
定
す
る
こ
と
に
対
す
る
抗
弁
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
録
音
録
画
の
な
い
調
書
に
対
し
て
法
的
に
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
は
最
高
裁

判
所
に
お
い
て
も
見
解
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
以
下
に
具
体
例
を
述
べ
る
。

イ

「
比
例
原
則
」
に
よ
る
調
書
の
証
拠
能
力
の
認
定

　
台
湾
最
高
裁
判
所
に
よ
れ
ば
「
被
告
人
が
司
法
警
察
職
員
の
取
調
べ
を
受
け
て
自
白
す
る
と
き
、
全
過
程
で
録
音
・
録
画
を

し
な
か
っ
た
場
合
、
調
書
の
証
拠
能
力
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
人
権
保
障
の
精
神
及
び
治
安
維
持
の
趣
旨
を
十
分
考

慮
し
、
比
例
原
則
の
下
に
、
具
体
的
に
認
定
す
べ
き
で
あ
る
（
す
な
わ
ち
証
拠
能
力
が
あ
る
）
。
…
…
刑
事
訴
訟
法
第
一
〇
〇
条

の
一
第
二
項
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
が
被
告
人
を
取
り
調
べ
る
と
き
、
連
続
し
た
録
音
・
録
画
を
行
わ
な
い
尋
問
は
証
拠
能
力
が
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（
8
）

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
」
と
さ
れ
る
。

　
た
だ
比
例
原
則
で
自
白
の
証
拠
能
力
を
判
断
す
る
こ
と
は
論
理
上
不
合
理
な
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な

点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
イ
）
具
体
的
根
拠
が
な
い
こ
と
。
最
高
裁
判
所
が
た
だ
「
人
権
保
障
の
精
神
及
び
治
安
維
持

の
趣
旨
を
十
分
考
慮
し
、
比
例
原
則
の
下
に
、
具
体
的
に
認
定
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
、
こ
の
よ
う
な
基
準

で
判
断
す
れ
ば
、
結
局
、
治
安
維
持
要
求
の
下
に
、
被
告
人
の
自
白
は
す
べ
て
証
拠
能
力
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
連
続
し
た
録

音
・
録
画
の
目
的
が
か
え
っ
て
失
わ
れ
か
ね
な
い
わ
け
で
あ
る
、
（
ロ
）
法
改
正
の
目
的
が
歪
曲
さ
れ
る
こ
と
。
最
高
裁
判
所

は
、
「
連
続
し
た
録
音
・
録
画
の
立
法
目
的
が
自
白
任
意
性
の
確
保
に
あ
る
」
と
強
調
し
な
が
ら
、
そ
の
立
法
目
的
に
違
反
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

る
と
な
る
と
、
却
っ
て
比
例
原
則
に
よ
り
連
続
し
た
録
音
・
録
画
の
目
的
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
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口

「
自
白
の
任
意
性
有
無
」
に
よ
る
証
拠
能
力
の
判
断

　
台
湾
最
高
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
「
被
告
人
の
自
白
は
強
制
、
脅
迫
、
詐
欺
、
不
法
勾
留
ま
た
は
そ
の
他
不
正
で
は
な
い
方
法

で
獲
得
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
事
実
と
合
致
す
る
も
の
は
、
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
一
五
六
条
一
項
）
。
同
法
第
一

〇
〇
条
の
一
第
一
項
前
段
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
を
取
り
調
べ
る
と
き
、
全
過
程
に
お
い
て
連
続
し
て
録
音
す
べ
き
で
あ
り
、
必

要
で
あ
れ
ば
全
過
程
に
お
い
て
録
画
も
す
べ
き
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
調
書
の
不
十
分
な
部
分
を
補
っ
て
、
同
時
に

被
告
人
の
自
白
の
任
意
性
を
も
保
証
す
る
。
も
し
被
告
人
の
自
白
が
確
か
に
自
由
意
思
の
下
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
の

自
白
の
内
容
が
事
実
と
合
致
す
れ
ば
、
仮
に
警
察
機
関
ま
た
は
検
察
官
が
事
後
取
調
べ
時
の
録
音
ま
た
は
録
画
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
し
て
も
、
直
ち
に
警
察
機
関
ま
た
は
検
察
官
の
し
た
捜
査
調
書
が
証
拠
能
力
を
持
っ
て
い
な
い
と
は
い
え
な

い
。
本
案
の
控
訴
者
が
捜
査
段
階
で
自
由
意
思
で
自
白
す
る
と
き
、
仮
に
も
全
過
程
に
連
続
テ
ー
プ
録
音
・
録
画
を
し
な
く
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

も
、
そ
の
自
白
の
証
拠
能
力
が
あ
る
」
と
さ
れ
る
。



　
実
際
に
は
、

れ
な
い
場
合
、

連
続
録
音
・
録
画
の
目
的
は
自
白
任
意
性
の
証
明
に
あ
る
が
、
も
し
も
こ
の
連
続
録
音
・
録
画
の
手
続
が
守
ら

法
律
の
効
果
と
し
て
、
当
該
取
調
べ
で
獲
得
し
た
供
述
は
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

台湾における取調へ規制及ひ関連供述の評価

　
2
　
自
白
任
意
性
判
断
及
び
そ
の
証
明
に
つ
い
て

　
か
つ
て
、
台
湾
刑
事
訴
訟
制
度
は
徹
底
的
な
職
権
主
義
に
基
づ
い
て
、
自
白
に
証
拠
能
力
が
あ
る
か
否
か
の
判
断
は
、
検
察
官
の

挙
証
責
任
と
は
関
係
な
く
、
裁
判
官
が
職
権
で
自
由
裁
量
に
よ
り
行
わ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
自
白
の
任
意
性
を
調
査
・
証
明
す
る

こ
と
は
裁
判
官
の
責
務
と
な
っ
て
い
る
。
台
湾
刑
事
訴
訟
制
度
は
、
検
察
官
が
自
白
の
証
拠
能
力
を
立
証
す
る
と
い
う
当
事
者
主
義

の
訴
訟
構
造
を
と
ら
ず
、
被
告
人
が
任
意
性
の
な
い
自
白
を
主
張
す
る
と
き
に
は
、
か
え
っ
て
自
ら
そ
れ
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
う
し
な
い
と
、
任
意
性
の
な
い
自
白
が
公
判
で
証
拠
能
力
が
あ
る
と
推
定
さ
れ
、
有
罪
の
証
拠
に
な
る
。
厳
格
に
言
え
ば
、

無
罪
推
定
の
訴
訟
構
造
が
全
く
重
視
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
自
白
の
任
意
性
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
仮
に
被
告
人
が
そ
の
立
証
の
責
任
を
負
う
べ
き
だ
と
し
て
も
、
実
際
に
は
挙
証
す
る
こ
と

が
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
公
権
力
を
持
っ
て
い
な
い
被
告
人
に
と
っ
て
、
取
り
調
べ
ら
れ
た
当
時
の
状
況
を
把
握
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
自
ら
自
白
の
任
意
性
を
挙
証
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
白
の
任
意
性
に
つ
い
て
、
被
告
人

が
強
制
的
に
挙
証
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
は
、
あ
た
か
も
一
つ
の
義
務
を
被
告
人
に
課
す
も
の
で
あ
り
、
国
民
か
ら
不
満
の
声
が

上
が
っ
た
。

　
例
え
ば
、
一
九
六
七
年
改
正
刑
事
訴
訟
法
は
当
事
者
主
義
の
精
神
を
導
入
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
判
に
お
け
る
職
権
主
義
の

色
彩
が
依
然
と
し
て
残
っ
て
お
り
、
検
察
官
の
挙
証
責
任
が
否
定
さ
れ
、
自
自
の
任
意
性
に
つ
い
て
被
告
人
が
全
て
の
挙
証
責
任
を

負
う
こ
と
に
な
る
。

　
二
〇
〇
三
年
改
正
刑
事
訴
訟
法
で
は
、
刑
事
証
拠
に
関
す
る
規
定
が
大
幅
に
改
正
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
証
拠
排
除
法
則
、
伝
聞
法
則
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及
び
自
白
法
則
の
趣
旨
を
導
入
し
た
。
自
白
に
つ
い
て
は
、
そ
の
刑
事
訴
訟
法
第
一
五
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
「
…
…
被

告
人
の
自
白
が
不
正
な
方
法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
場
合
、
自
白
の
任
意
性
有
無
の
確
認
を
他
の
事
実
ま
た
は
証
拠
よ
り
先
に
調
査
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
自
白
が
検
察
官
よ
り
提
出
さ
れ
た
場
合
、
裁
判
官
が
検
察
官
に
命
じ
て
被
告
人
の
自
白
が
自
由
意
思
の
も

と
に
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
方
法
を
提
示
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
」
と
さ
れ
た
。

　
具
体
的
に
は
、
二
〇
〇
三
年
の
改
正
刑
事
訴
訟
法
で
自
白
任
意
性
の
判
断
に
つ
い
て
、
次
の
二
つ
の
要
件
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
一
つ
は
、
自
白
の
任
意
性
を
争
う
と
き
、
そ
の
調
査
が
他
の
証
拠
よ
り
先
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
う
一
つ
は
、

自
白
の
任
意
性
を
調
査
す
る
場
合
、
そ
の
自
白
を
検
察
官
が
提
出
し
た
と
き
、
検
察
官
は
具
体
的
な
証
拠
、
た
と
え
ば
録
音
テ
ー
プ

や
録
画
テ
ー
プ
、
他
の
証
人
が
立
会
っ
て
い
た
証
明
な
ど
を
提
出
し
て
、
そ
れ
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
法
改
正
に
よ
っ
て
、
過
去
の
職
権
主
義
の
訴
訟
構
造
が
次
第
に
当
事
者
主
義
の
精
神
に
傾
斜
し
て
は
い
る
も
の
の
、
挙
証
責

任
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
検
察
官
の
主
張
は
ま
ず
維
持
し
難
い
も
の
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
自
白
の
任
意
性
調
査
か
ら
す
れ
ば
、

自
白
の
証
拠
能
力
が
あ
る
か
否
か
を
争
う
と
き
、
検
察
官
が
そ
の
任
意
性
の
挙
証
責
任
を
実
質
的
に
負
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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3
　
取
調
中
黙
秘
権
等
の
権
利
告
知
に
つ
い
て

　
（
↓
）
　
取
調
べ
過
程
の
黙
秘
権
等
の
保
障
規
定

　
被
告
人
を
取
り
調
べ
る
と
き
、
あ
ら
か
じ
め
以
下
の
権
利
事
項
を
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
刑
事
訴
訟
法
第
九
五
条
）
。
1
、

犯
罪
嫌
疑
及
び
犯
し
た
罪
名
の
全
て
。
罪
名
が
告
知
さ
れ
た
後
、
罪
名
を
変
更
す
べ
き
だ
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
再
び
告
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
第
一
号
）
。
2
、
黙
秘
を
守
る
こ
と
が
で
き
、
自
己
の
意
思
に
反
し
て
陳
述
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
（
第
二
号
）
。

3
、
弁
護
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
第
三
号
）
。
4
、
自
己
に
有
利
な
証
拠
の
調
査
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

（
第
四
号
）
。
司
法
警
察
職
員
が
被
疑
者
を
取
り
調
べ
る
と
き
、
こ
れ
ら
保
障
規
定
を
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
一
〇
〇
条
の
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一
）
。

　
刑
事
訴
訟
法
第
九
五
条
は
黙
秘
権
等
の
権
利
告
知
規
定
を
明
示
し
て
、
国
民
の
黙
秘
権
等
の
権
利
を
保
障
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

一
般
の
国
民
が
取
り
調
べ
ら
れ
る
と
き
、
捜
査
機
関
の
告
知
義
務
を
通
し
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
保
障
規
定
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。　
具
体
的
に
は
、
罪
名
の
告
知
に
よ
っ
て
、
被
告
人
は
、
そ
の
防
御
権
が
保
障
さ
れ
、
し
か
も
自
ら
今
後
の
攻
撃
防
御
の
方
法
を
確

立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
に
有
利
な
証
拠
の
調
査
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
条
の
い
わ
ゆ
る
訴

訟
手
続
中
の
公
務
員
の
客
観
義
務
と
は
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
被
告
人
の
訴
訟
権
利
が
一
層
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
た
だ
刑
事
訴
訟
法
第
九
五
条
第
一
号
、
第
四
号
の
権
利
告
知
事
項
に
違
反
し
た
と
き
に
、
刑
事
訴
訟
法
第
一
五
八
条
の
二
の

「
…
…
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
…
…
」
と
い
う
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
の
で
、
被
告
人
に
と
っ
て
、
不
十
分
な
保
障
規
定
で

あ
る
の
は
違
い
な
い
。
こ
の
刑
事
訴
訟
法
第
九
五
条
第
一
号
、
第
四
号
に
関
す
る
法
律
効
果
規
定
が
今
後
改
正
の
重
要
課
題
で
あ
ろ

う
。
と
い
う
の
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
九
五
条
第
一
号
（
罪
名
告
知
）
、
第
四
号
（
有
利
証
拠
の
調
査
請
求
権
）
が
同
条
第
二
号
（
黙
秘
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

保
障
）
、
第
三
号
（
弁
護
人
依
頼
権
保
障
）
と
同
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
価
値
選
択
の
問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
二
）
　
黙
秘
権
告
知
侵
害
の
法
律
効
果

　
刑
事
訴
訟
法
第
九
五
条
第
二
号
規
定
で
は
、
取
調
べ
を
受
け
る
と
き
被
告
人
が
「
黙
秘
を
守
る
こ
と
が
で
き
、
自
己
の
意
思
に
反

し
て
陳
述
す
る
必
要
が
な
い
」
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
同
法
第
一
五
六
条
第
四
項
規
定
に
よ
っ
て
、
「
被
告
人
が
自
白
せ
ず
、
か
つ

他
の
証
拠
が
な
い
場
合
、
た
だ
供
述
を
拒
否
し
ま
た
は
沈
黙
を
守
り
続
け
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
そ
の
犯
行
を
認
定
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
」
と
さ
れ
、
被
告
人
の
黙
秘
権
が
尊
重
さ
れ
る
。
ま
た
同
法
第
一
五
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
「
被
告
人
の

自
白
が
強
制
、
脅
迫
、
詐
欺
、
不
法
勾
留
ま
た
は
そ
の
他
不
正
で
は
な
い
方
法
で
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
事
実
と
合
致
す
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る
も
の
は
、
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
さ
れ
る
。

　
刑
事
訴
訟
法
第
九
五
条
第
二
号
と
同
法
第
一
五
六
条
第
四
項
の
規
定
は
、
被
告
人
の
黙
秘
権
を
保
障
す
る
規
定
で
あ
り
、
同
法
第

一
五
六
条
第
一
項
は
自
白
の
任
意
性
法
則
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
黙
秘
権
も
自
白
法
則
も
と
も
に
そ
の
目
的
は
不
正
手
段
で
獲
得

し
た
供
述
証
拠
を
排
除
し
、
か
つ
違
反
し
て
獲
得
し
た
証
拠
を
有
罪
証
拠
と
し
て
犯
罪
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。

　
捜
査
段
階
で
は
、
被
告
人
に
対
す
る
取
調
べ
は
法
律
上
認
め
ら
れ
る
（
同
九
四
条
以
下
）
が
、
被
告
人
の
供
述
自
由
が
保
障
さ
れ

て
お
り
、
し
か
も
被
告
人
を
取
り
調
べ
る
と
き
に
、
被
告
人
が
黙
秘
権
（
弁
護
人
依
頼
権
も
同
じ
）
を
主
張
す
れ
ば
、
捜
査
機
関
は

必
ず
被
告
人
の
弁
護
人
を
立
ち
会
わ
せ
、
被
告
人
の
黙
秘
権
と
弁
護
人
依
頼
権
を
保
障
し
、
こ
れ
ら
を
侵
害
し
な
い
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
同
二
四
五
条
二
項
）
。

　
二
〇
〇
三
年
改
正
刑
事
訴
訟
法
第
一
五
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
「
検
察
事
務
官
、
司
法
警
察
職
員
が
勾
引
あ
る
い
は

逮
捕
さ
れ
た
被
告
人
ま
た
は
被
疑
者
を
取
り
調
べ
る
と
き
、
第
九
五
条
第
二
号
と
第
三
号
の
規
定
に
違
反
す
れ
ば
、
前
項
の
規
定
に

　
（
1
2
）

準
ず
る
。
」
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
検
察
事
務
官
、
司
法
警
察
職
員
が
勾
引
あ
る
い
は
逮
捕
さ
れ
た
被
告
人
ま
た
は
被
疑
者
を
取
り

調
べ
る
と
き
、
第
九
五
条
第
二
号
と
第
三
号
の
規
定
に
違
反
す
れ
ば
、
原
則
と
し
て
そ
の
証
拠
能
力
が
排
除
さ
れ
る
。
た
だ
し
例
外

と
し
て
被
告
人
を
取
り
調
べ
て
獲
得
し
た
自
白
又
は
不
利
な
供
述
は
、
捜
査
人
員
の
悪
意
が
な
く
、
か
つ
被
告
人
が
自
由
な
意
思
の

下
供
述
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
証
拠
能
力
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
刑
訴
法
第
一
五
八
条
の
二
第
二
項
が
同
条
第
一
項
の
但
し
書
き
に
準

用
さ
れ
る
）
。

　
一
般
論
と
し
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
九
五
条
第
二
号
と
第
三
号
の
規
定
に
違
反
す
る
場
合
、
捜
査
機
関
が
告
知
義
務
を
果
た
し
て
い

な
い
と
い
う
観
点
か
ら
証
拠
能
力
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
黙
秘
権
と
弁
護
人
依
頼
権
は
、
被
告
人
に
と
っ
て

訴
訟
上
の
重
要
な
権
利
で
あ
る
の
で
、
権
利
告
知
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
は
な
く
、
被
告
人
の
権
利
が
侵
害
さ
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れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
刑
事
訴
訟
法
の
目
的
で
あ
る
。

　
（
三
）
　
黙
秘
権
概
念
の
現
行
法
解
釈

　
立
法
論
と
し
て
言
え
ば
、
権
利
告
知
義
務
に
違
反
す
る
と
き
に
は
、
被
告
人
に
と
っ
て
、
重
大
な
訴
訟
上
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る

の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
黙
秘
権
が
侵
害
さ
れ
れ
ば
、
獲
得
し
た
証
拠
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
被

告
人
の
権
利
保
障
が
明
ら
か
に
実
現
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
具
体
的
な
問
題
例
が
い
く
つ
か
あ
る
。

台湾における取調べ規制及び関連供述の評価

イ口

検
察
官
の
権
利
告
知
義
務
規
定
の
不
適
用

　
現
行
法
（
第
九
五
条
及
び
第
一
五
八
条
の
二
）
で
は
、
被
告
人
に
対
す
る
権
利
保
障
が
十
分
に
は
果
た
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
、

検
察
官
が
被
告
人
を
取
り
調
べ
る
と
き
、
被
告
人
に
対
す
る
権
利
告
知
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
は
な
い
と
は
い
え
な
い
が
、
法

に
お
い
て
検
察
官
の
告
知
義
務
に
関
す
る
規
定
が
な
い
。
だ
か
ら
検
察
官
が
被
告
人
に
対
す
る
権
利
告
知
義
務
に
違
反
し
て
も
、

獲
得
し
た
被
告
人
の
自
白
ま
た
は
不
利
な
供
述
は
す
べ
て
証
拠
能
力
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

勾
引
と
逮
捕
行
為
以
外
の
権
利
告
知
義
務
の
不
適
用

　
刑
事
訴
訟
法
第
一
五
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
勾
引
あ
る
い
は
逮
捕
さ
れ
た
被
告
人
ま
た
は
被
疑
者
に
限
っ
て
、

権
利
告
知
義
務
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
検
察
事
務
官
、
司
法
警
察
職
員
が
こ
の
告
知
義
務
に
違
反
す
れ
ば
、
獲
得
し
た
自
白
の

証
拠
能
力
が
な
い
と
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
勾
引
と
逮
捕
行
為
以
外
の
被
告
人
に
対
す
る
他
の
身
体
自
由
を
拘
束
す
る
行

為
（
例
え
ば
被
告
人
の
自
由
意
思
で
の
出
頭
行
為
）
に
は
、
告
知
義
務
に
違
反
し
て
も
、
刑
事
訴
訟
法
一
五
八
条
の
二
第
二
項
に

い
う
「
証
拠
能
力
の
排
除
規
定
」
が
適
用
さ
れ
な
い
。
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権
利
告
知
の
立
法
趣
旨
は
被
告
人
の
訴
訟
権
利
を
尊
重
し
、
保
障
す
る
こ
と
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
、
被
告
人
の
自
由
が
拘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

束
さ
れ
れ
ば
、
勾
引
と
逮
捕
行
為
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
れ
以
外
の
拘
束
行
為
も
権
利
告
知
義
務
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
人
権
保
障
の
た
め
、
刑
事
訴
訟
法
第
一
五
八
条
の
二
第
二
項
の
例
外
状
況
の
適
用
は
厳
格
に
制
限
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
（
イ
）
検
察
官
、
司
法
警
察
職
員
が
悪
意
に
よ
ら
ず
黙
秘
権
ま
た
は
弁
護
人
依
頼
権
の
告
知
義
務
に
違
反

す
る
と
き
に
も
、
刑
事
訴
訟
法
第
一
五
六
条
第
三
項
の
調
査
手
続
を
類
推
し
て
適
用
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
権
利
告
知
義
務

に
違
反
す
る
と
き
、
そ
の
違
反
事
実
を
他
の
事
実
ま
た
は
証
拠
の
調
査
よ
り
先
に
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
検
察
官
が

そ
の
立
証
責
任
を
負
い
、
そ
の
立
証
程
度
は
単
な
る
釈
明
程
度
で
な
く
裁
判
官
の
確
信
程
度
に
到
達
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
（
ロ
）
「
自
白
又
は
不
利
な
供
述
は
、
…
…
自
由
な
意
思
の
下
供
述
し
た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
解
釈
上
他
の
概

念
と
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
解
釈
論
と
し
て
検
察
官
ま
た
は
司
法
警
察
職
員
は
、
当
時
告
知
義
務
を
尽
く
し

て
も
、
被
告
人
ま
た
は
被
疑
者
が
依
然
と
し
て
自
白
す
る
と
証
明
で
き
た
場
合
、
当
該
自
白
は
初
め
て
証
拠
能
力
が
あ
る
と
さ

れ
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
も
自
白
が
自
由
意
思
で
は
な
い
状
況
の
下
で
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
刑
事
訴
訟
法
第
一
五
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
当
該
自
白
の
証
拠
能
力
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
検
察
官
ま
た
は
司
法
警
察
職
員
が
単
純
に
告
知
義

務
に
違
反
す
る
状
況
と
、
不
正
な
方
法
で
自
白
を
強
要
す
る
状
況
と
は
異
な
る
。
つ
ま
り
、
検
察
官
ま
た
は
司
法
警
察
職
員
が

告
知
義
務
を
尽
く
す
か
否
か
は
別
と
し
て
、
被
告
人
の
自
白
に
つ
い
て
は
任
意
性
が
あ
る
も
の
に
限
っ
て
、
初
め
て
証
拠
能
力

が
あ
る
と
す
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
本
項
に
い
う
「
自
白
又
は
不
利
な
供
述
は
、
…
…
自
由
な
意
思
の
下
供
述
し
た
も
の
」
の
「
自
由
な
意
思
」
は

「
被
告
人
の
自
白
が
自
由
意
思
で
、
強
制
的
な
状
況
で
獲
得
し
た
も
の
で
は
な
い
」
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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4
　
夜
間
取
調
べ
の
禁
止
規
定
に
つ
い
て

　
（
｝
）
　
夜
間
取
調
べ
の
禁
止
規
定

　
一
九
九
八
年
改
正
刑
事
訴
訟
法
第
一
〇
〇
条
の
三
第
一
項
で
は
「
検
察
事
務
官
ま
た
は
司
法
警
察
職
員
は
夜
間
に
被
疑
者
を
取
り

調
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
但
し
、
次
の
よ
う
な
場
合
で
は
、
そ
の
限
り
で
は
な
い
。
「
1
、
取
り
調
べ
ら
れ

る
者
が
明
ら
か
に
同
意
し
て
い
る
場
合
、
2
、
夜
間
に
勾
引
ま
た
は
逮
捕
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
身
元
確
認
を
す
る
場
合
、
3
、
検

察
官
ま
た
は
裁
判
官
の
許
可
を
受
け
た
場
合
、
4
、
急
迫
し
た
状
況
で
あ
る
場
合
」
に
お
い
て
は
、
夜
間
で
の
取
調
べ
が
認
め
ら
れ

る
。　
夜
間
取
調
べ
の
禁
止
規
定
は
、
消
極
的
に
司
法
警
察
職
員
の
被
疑
者
に
対
す
る
夜
問
取
調
べ
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
く
、
被
疑

者
が
夜
問
に
取
り
調
べ
ら
れ
な
い
よ
う
に
そ
の
権
利
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
被
疑
者
に
は
黙
秘
権
が
あ
り
、
供

述
す
る
か
否
か
の
自
由
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
し
も
被
疑
者
の
精
神
と
意
識
状
態
が
あ
ま
り
よ
く
な
い
場
合
に
、
警
察
機
関
が
被
疑
者
に
対
す
る
取
調
を
す
れ
ば
、
被
疑
者
が

不
利
な
状
況
の
下
に
、
容
易
に
供
述
す
る
か
否
か
の
選
択
自
由
を
放
棄
し
、
供
述
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
供
述
を
獲
得
す

る
行
為
は
被
疑
者
の
黙
秘
権
を
侵
害
し
、
か
つ
正
当
な
手
続
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
夜
間
取
調
べ
の
禁
止
規

定
は
、
被
疑
者
の
黙
秘
権
保
障
に
お
い
て
、
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
（
二
）
　
夜
間
取
調
べ
の
問
題
点

　
夜
問
に
取
り
調
べ
ら
れ
な
い
と
い
う
禁
止
規
定
に
つ
い
て
は
、
立
法
論
と
し
て
捜
査
機
関
が
被
疑
者
を
取
り
調
べ
る
と
き
、
被
疑

者
に
こ
の
権
利
を
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
夜
間
に
被
告
人
が
一
且
取
調
べ
を
拒
否
し
た
場
合
に
は
、
捜
査
機
関
は
直
ち
に
す

べ
て
の
捜
査
行
為
を
中
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
被
疑
者
は
仮
に
そ
の
前
に
夜
間
取
調
べ
に
同
意
し
て
も
、
随
時
に
そ
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の
同
意
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
夜
間
取
調
べ
の
禁
止
規
定
に
は
、
依
然
と
し
て
幾
つ
か
の
問
題
が
あ
る
。
例
え
ば
、

法学研究80巻12号（2007：12）

イ

「
夜
間
」
時
間
の
計
算
問
題

　
刑
事
訴
訟
法
第
一
〇
〇
条
の
三
第
三
項
に
よ
っ
て
、
「
夜
間
と
は
、
日
出
前
、
日
没
後
」
。
「
日
出
前
、
日
没
後
」
は
農
業
社

会
に
お
け
る
「
日
の
出
と
と
も
に
働
き
、
日
の
入
り
と
と
も
に
休
む
」
と
い
う
生
活
形
態
の
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
商
工

業
社
会
で
あ
る
今
日
で
は
、
こ
の
よ
う
な
規
定
内
容
は
一
般
の
人
々
に
認
め
ら
れ
ず
、
し
か
も
、
い
ま
の
日
常
生
活
の
習
慣
に

合
わ
な
い
。
実
務
に
お
け
る
夜
間
の
認
定
は
、
毎
年
台
湾
中
央
気
象
局
に
よ
っ
て
発
布
さ
れ
た
時
間
割
表
を
基
準
に
判
断
さ
れ

る
。
そ
の
た
め
全
国
各
地
の
夜
間
認
定
が
ま
ち
ま
ち
の
様
な
状
態
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
捜
査
機
関
が
取
調
べ
ま
た
は
捜
索

を
行
う
と
き
、
夜
間
の
意
義
が
流
動
的
な
概
念
の
た
め
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
執
行
時
点
が
夜
間
に
当
た
る
か
否
か
の

判
断
も
難
し
く
な
る
。
だ
か
ら
「
夜
間
」
の
認
定
基
準
が
将
来
法
改
正
の
課
題
と
な
る
に
違
い
な
い
。
い
ま
の
生
活
習
慣
で
言

え
ば
、
夜
間
と
は
夜
の
十
時
か
ら
翌
日
の
朝
六
時
の
間
の
時
間
が
好
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。
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口

検
察
官
と
裁
判
官
の
同
意
に
よ
る
夜
間
取
調

　
刑
事
訴
訟
法
第
一
〇
〇
条
の
三
第
↓
項
第
三
号
に
よ
っ
て
、
「
検
察
官
ま
た
は
裁
判
官
の
許
可
を
受
け
る
場
合
」
、
夜
間
に
被

疑
者
を
取
り
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
夜
間
に
取
り
調
べ
ら
れ
な
い
の
は
被
疑
者
の
権
利
で
あ
る
。
夜
間
取
調
禁
止
と

い
う
規
定
は
被
疑
者
の
黙
秘
権
保
障
と
深
く
関
係
が
あ
る
。
だ
か
ら
単
に
検
察
官
ま
た
は
裁
判
官
の
許
可
を
受
け
た
か
ら
と
言

っ
て
、
直
ち
に
被
疑
者
の
「
夜
間
取
調
禁
止
」
と
い
う
権
利
保
障
を
剥
奪
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
検
察
官
は
公

判
中
、
単
な
る
一
方
当
事
者
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
平
等
原
則
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
も
う
一
方
の
被
告
人
に
対
し
て

権
利
剥
奪
で
き
る
よ
う
な
大
き
な
権
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
矛
盾
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
被
告
人
の
権
利
保
障
の



観
点
か
ら
す
れ
ば
、
本
条
項
第
三
号
の
規
定
は
改
正
・
廃
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

台湾における取調べ規制及ひ関連供述の評価

ノ’、

急
迫
し
た
状
況
の
場
合

　
刑
事
訴
訟
法
第
↓
○
○
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
よ
っ
て
、
「
急
迫
し
た
状
況
で
あ
る
場
合
」
に
は
、
夜
間
に
被
疑
者
を
取

り
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
夜
間
取
調
禁
止
の
原
則
と
夜
問
取
調
べ
の
例
外
状
況
を
混
同
さ
れ
な
い
た
め
に
、
急
迫

し
た
状
況
で
あ
る
か
否
か
の
適
用
は
厳
し
く
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
例
外
状
況
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
解
釈

が
必
要
で
あ
る
。

　
（
イ
）
被
害
の
法
益
を
ま
ず
考
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
ず
、
か
つ
そ
の
対
象
が
重
大
犯
罪
に
限
っ
て
、
例
外
状
況
と
し
て
夜

間
取
調
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
べ
き
で
あ
る
。
（
ロ
）
急
迫
し
た
状
況
と
必
要
性
の
両
者
が
共
に
存
在
す
る
と
き
、
夜
間

取
調
べ
が
で
き
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
夜
間
取
調
べ
の
前
提
要
件
と
し
て
、
夜
間
取
調
べ
を
し
な
い
と
、
重
大
な
法
益
損

害
が
生
ず
る
恐
れ
、
ま
た
は
即
時
の
危
険
が
存
在
す
る
場
合
、
夜
間
取
調
べ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
誘
拐
事
件
が

起
こ
っ
た
と
き
、
人
質
を
救
う
た
め
に
被
疑
者
に
対
す
る
夜
間
取
調
べ
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
（
三
）
　
夜
間
取
調
禁
止
規
定
違
反
の
法
律
効
果

　
二
〇
〇
三
年
改
正
刑
事
訴
訟
法
第
一
五
八
条
の
二
第
一
項
に
、
夜
間
取
調
べ
に
違
反
す
る
法
律
効
果
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
実
務

に
お
い
て
は
、
夜
間
取
調
べ
の
禁
止
規
定
に
違
反
す
る
場
合
に
獲
得
し
た
証
拠
が
「
原
則
的
に
は
排
除
、
例
外
的
に
許
容
」
と
さ
れ

る
。
具
体
的
に
、
夜
間
取
調
べ
の
禁
止
規
定
に
違
反
し
て
獲
得
し
た
自
白
ま
た
は
不
利
な
供
述
は
、
捜
査
人
員
が
悪
意
な
し
で
、
か

つ
被
告
人
が
自
由
な
意
思
の
下
供
述
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
証
拠
能
力
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
同
一
五
八
条
の
二
第
二
項
が
同
条
第

一
項
の
但
し
書
き
に
準
用
さ
れ
る
）
。

449



法学研究80巻12号（2007：12）

　
こ
の
夜
間
取
調
べ
の
例
外
規
定
は
前
述
し
た
黙
秘
権
告
知
義
務
違
反
の
例
外
規
定
と
同
様
に
疑
問
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
違
反
の

効
果
と
し
て
、
夜
間
取
調
禁
止
規
定
の
違
反
効
果
の
認
定
と
自
白
の
任
意
性
有
無
の
認
定
が
別
々
の
基
準
で
判
断
さ
れ
る
。
も
し
も

夜
間
取
調
べ
の
禁
止
規
定
に
違
反
し
、
し
か
も
そ
の
程
度
が
刑
事
訴
訟
法
第
一
五
六
条
第
一
項
の
違
反
程
度
に
達
す
れ
ば
、
直
接
不

任
意
な
自
白
取
得
行
為
と
し
て
認
定
し
、
そ
の
証
拠
能
力
が
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
本
条
項
は
夜
間
取
調
違
反

の
規
定
で
あ
り
、
仮
に
夜
間
取
調
べ
違
反
を
し
て
も
、
不
正
で
な
い
方
法
で
獲
得
し
た
自
白
に
つ
い
て
は
、
そ
の
自
白
に
任
意
性
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
客
観
的
な
事
情
か
ら
す
れ
ば
、
夜
間
取
調
べ
の
禁
止
規
定
に
違
反
す
る
か
否
か
は
容
易
に
判
断
で
き

る
が
、
例
外
規
定
の
「
捜
査
人
員
が
悪
意
に
よ
ら
ず
」
の
「
悪
意
の
有
無
」
の
判
断
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
夜
問

取
調
べ
の
違
反
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
単
に
捜
査
人
員
の
「
悪
意
の
有
無
」
で
そ
の
自
白
に
証
拠
能
力
が
あ
る
か
を
判
断
す
る

と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
不
自
然
で
あ
る
。
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5
　
そ
の
他
特
別
取
調
規
定
の
違
反
に
つ
い
て

　
刑
事
訴
訟
法
第
九
三
条
第
一
項
、
「
第
九
一
条
及
び
前
条
第
二
項
で
定
め
た
二
四
時
間
に
つ
い
て
、
以
下
の
状
況
が
あ
る
と
き
、

そ
の
経
過
時
間
は
計
算
さ
れ
な
い
。
但
し
、
必
要
で
は
な
い
遅
延
を
し
て
は
い
け
な
い
。
（
1
）
交
通
障
害
ま
た
は
そ
の
他
不
可
抗

力
の
事
情
に
よ
っ
て
生
ず
る
や
む
を
得
な
い
遅
延
時
間
、
（
2
）
送
致
の
時
間
、
（
3
）
第
↓
○
○
条
の
三
第
一
項
（
夜
間
尋
問
禁
止
）

に
よ
っ
て
取
調
べ
で
き
な
い
時
間
、
（
4
）
被
告
人
ま
た
は
被
疑
者
の
健
康
上
突
然
発
生
し
た
状
況
に
よ
っ
て
事
実
上
取
り
調
べ
る

こ
と
が
で
き
な
い
時
間
、
（
5
）
被
告
人
ま
た
は
被
疑
者
が
弁
護
人
を
選
任
し
た
と
明
示
し
て
お
り
、
弁
護
人
の
出
頭
を
待
っ
て
い

る
間
、
取
調
べ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
時
間
。
但
し
待
ち
時
問
は
四
時
間
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
被
疑
者
が
知
的
障
害
者

で
あ
り
、
完
全
な
陳
述
が
で
き
な
い
た
め
、
出
頭
を
受
け
た
刑
訴
法
第
三
五
条
第
三
項
の
補
佐
人
を
待
っ
て
い
る
間
の
取
調
べ
で
き

な
い
時
間
も
同
じ
く
計
算
に
入
れ
な
い
、
（
6
）
被
告
人
ま
た
は
被
疑
者
に
通
訳
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
通
訳
者
の
出
頭
を
待
っ
て



い
る
間
の
取
調
べ
し
て
い
な
い
時
間
。
但
し
待
ち
時
間
は
六
時
間
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
（
7
）
検
察
官
に
命
じ
ら
れ
た
保

釈
ま
た
は
委
託
の
被
告
人
、
保
釈
待
ち
ま
た
は
委
託
待
ち
の
時
間
。
但
し
保
釈
待
ち
ま
た
は
委
託
待
ち
の
時
間
が
四
時
間
を
超
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
、
（
8
）
被
疑
者
が
裁
判
所
に
確
認
審
問
（
勾
留
等
の
処
分
の
合
法
性
を
審
査
す
る
手
続
）
さ
れ
る
時
間
」
と
規
定

さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
条
第
二
項
で
は
「
前
項
各
号
の
状
況
で
経
過
時
間
中
尋
問
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。

　
も
し
も
経
過
時
間
中
、
被
疑
者
の
取
調
べ
を
す
れ
ば
、
刑
事
訴
訟
法
第
一
五
八
条
の
二
第
一
項
に
よ
っ
て
、
「
第
九
三
条
の
一
第

二
項
、
第
一
〇
〇
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
、
獲
得
し
た
被
告
人
ま
た
は
被
疑
者
の
自
白
あ
る
い
は
そ
の
他
不
利
な

供
述
は
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
そ
の
違
反
行
為
が
悪
意
に
よ
ら
ず
、
か
つ
そ
の
自
白
ま
た
は
不
利
な
供
述
が
自
由
な

意
思
の
下
供
述
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
証
拠
能
力
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
同
一
五
八
条
の
二
第
二
項
が
同
条
第

一
項
の
但
し
書
き
に
準
用
さ
れ
る
）
。
」

台湾における取調べ規制及び関連供述の評価

三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
14
）

共
同
被
告
人
の
供
述
及
び
被
告
人
の
証
人
尋
問
権
に
つ
い
て

　
1
　
概
説

　
共
同
被
告
人
と
は
手
続
的
な
概
念
で
あ
り
、
訴
訟
の
経
済
面
を
考
慮
し
て
、
複
数
の
被
告
人
が
ひ
と
つ
の
訴
訟
手
続
で
訴
追
、
審

判
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
同
法
第
六
条
、
第
七
条
）
。
共
犯
と
は
刑
事
実
体
法
k
の
概
念
で
あ
り
、
刑
法
総
則
上
の
共
犯
で
あ
る
場
合

の
ほ
か
、
共
同
正
犯
を
も
含
ん
で
い
る
（
二
〇
〇
六
年
実
行
の
改
正
刑
法
で
は
、
共
同
正
犯
、
教
唆
犯
と
幣
助
犯
が
並
立
す
る
こ
と
と
な

り
、
い
わ
ゆ
る
広
義
の
共
犯
概
念
が
な
く
な
っ
た
）
。

　
台
湾
で
は
、
共
同
被
告
人
あ
る
い
は
共
犯
者
が
他
の
共
犯
者
に
対
し
て
行
う
不
利
な
陳
述
（
あ
る
い
は
供
述
）
を
「
共
犯
者
の
自

白
」
と
い
う
。
し
か
し
、
自
白
と
い
う
の
は
被
告
人
が
自
己
の
犯
し
た
犯
罪
事
実
を
認
め
る
供
述
で
あ
る
。
共
犯
者
の
陳
述
は
自
己
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の
犯
罪
事
実
部
分
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
共
犯
者
本
人
の
「
自
白
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
他
人
の
犯
罪
事
実
部
分
を
述

べ
る
な
ら
ば
、
証
拠
上
の
評
価
と
し
て
は
、
自
白
で
は
な
く
、
他
人
の
不
利
な
陳
述
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
共
犯
者
の
自
白
」
と
い

う
用
語
は
立
法
上
の
誤
り
で
あ
り
、
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
台
湾
で
い
う
共
犯
者
の
自
白
は
「
共
犯
者
の
陳

述
」
と
い
う
ほ
う
が
よ
り
正
し
い
。

　
共
犯
者
と
共
同
被
告
人
と
は
異
な
っ
た
概
念
で
あ
り
、
両
者
の
関
係
と
し
て
、
以
下
の
三
つ
の
組
み
合
わ
せ
が
あ
る
。
（
イ
）
共

犯
関
係
で
あ
る
し
、
共
同
被
告
人
の
関
係
で
も
あ
る
、
（
ロ
）
共
犯
関
係
で
は
な
く
、
共
同
被
告
人
の
関
係
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
共

犯
関
係
が
な
い
場
合
も
、
共
同
被
告
人
と
な
る
場
合
が
あ
る
、
（
ハ
）
共
犯
関
係
で
あ
り
、
共
同
被
告
人
の
関
係
で
は
な
い
。
い
わ

ゆ
る
共
犯
で
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
も
、
必
ず
し
も
共
同
審
理
を
受
け
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
法
律
上
の
問
題
と
し
て
、
共
犯
関
係
者
の
利
害
関
係
が
対
立
し
て
お
り
、
常
に
他
人
を
巻
き
込
み
、
あ
る
い
は
刑
事
責
任
を
他
人

に
押
し
付
け
る
の
で
、
そ
の
供
述
の
証
拠
証
明
力
は
薄
い
。
な
お
共
同
被
告
人
の
供
述
に
つ
い
て
は
、
審
理
中
の
証
拠
調
べ
手
続
で
、

そ
の
供
述
を
ど
の
よ
う
に
調
べ
る
か
と
い
う
も
う
一
つ
証
拠
価
値
の
判
断
問
題
が
あ
る
。
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2
　
共
同
被
告
人
供
述
の
伝
統
的
な
見
解

　
（
一
）
　
刑
事
実
務
の
一
般
見
解

イ
　
共
同
被
告
人
が
自
己
に
不
利
な
供
述
を
し
た
場
合
、
そ
の
供
述
を
他
の
共
同
被
告
人
の
犯
罪
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但

　
　
し
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
七
〇
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
こ
の
自
己
に
不
利
な
供
述
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
他
の
必
要
な
証

　
　
拠
を
調
査
し
、
か
つ
犯
罪
事
実
と
合
致
す
る
か
否
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
単
に
こ
の
不
利
な
供
述
で
他

　
　
の
共
同
被
告
人
の
犯
罪
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
中
華
民
国
最
高
裁
判
所
一
九
四
二
年
上
字
第
二
四
二
三
号
判
例
）
。



口

共
同
被
告
人
の
自
己
に
不
利
な
供
述
を
他
の
共
同
被
告
人
の
犯
罪
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
不
利
な
供
述
に
つ
い

て
問
題
が
な
い
よ
う
に
、
そ
の
他
の
事
情
を
調
査
し
た
結
果
、
そ
れ
が
犯
罪
事
実
と
合
致
し
て
い
た
場
合
に
初
め
て
そ
の
証
拠

を
他
の
共
同
被
告
人
の
犯
罪
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
台
湾
最
高
裁
判
所
一
九
五
七
年
台
上
字
第
四
一
九
号
判
例
）
。

台湾における取調へ規制及ひ関連供述の評価

ノ、

共
犯
者
の
自
白
（
す
な
わ
ち
自
己
及
び
他
人
に
不
利
な
供
述
）
が
他
人
を
犯
罪
事
実
に
巻
き
込
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
刑
事
責
任
を

他
人
に
押
し
付
け
る
虚
偽
の
供
述
を
す
る
危
険
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
共
犯
者
の
自
白
を
他
共
犯
者
の
犯
罪
証
拠
と
す
る
と
き
に

は
、
そ
の
証
拠
価
値
を
ど
う
評
価
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
裁
判
所
が
自
由
心
証
主
義
で
自
由
判
断
す
る
の
で
あ
る
。

但
し
、
共
同
被
告
人
の
自
己
に
不
利
な
陳
述
は
そ
の
他
の
共
同
被
告
人
の
犯
罪
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
不
利
な

供
述
に
つ
い
て
問
題
が
な
い
よ
う
、
そ
の
他
の
事
情
を
調
査
し
た
結
果
、
そ
れ
が
犯
罪
事
実
と
合
致
し
た
場
合
に
初
め
て
そ
の

証
拠
を
他
の
共
同
被
告
人
の
犯
罪
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
調
査
も
せ
ず
に
、
単
に
こ
の
不
利
な
供
述
で

他
の
共
同
被
告
人
の
犯
罪
事
実
を
認
定
す
る
こ
と
は
刑
事
訴
訟
法
第
一
五
六
条
第
二
項
の
規
定
趣
旨
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
。

従
っ
て
、
現
行
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
に
よ
っ
て
、
被
告
人
の
自
白
、
あ
る
い
は
共
同
被
告
人
の
自
己
に
不
利
な
陳
述
に
つ
い
て

は
、
そ
の
証
拠
証
明
力
が
す
べ
て
裁
判
所
の
自
由
心
証
主
義
で
自
由
判
断
の
対
象
と
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
は
制
限

さ
れ
て
お
り
、
証
拠
法
定
主
義
の
傾
向
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
白
ま
た
は
自
己
に
不
利
な
陳
述
の
ほ
か
、
そ
の
他
の
補
強
証

拠
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
自
白
の
証
明
力
を
補
強
し
て
初
め
て
犯
罪
事
実
の
判
断
材
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
台

湾
最
高
裁
判
所
一
九
九
八
年
台
上
字
第
三
］
八
二
号
判
決
）
。
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（
二
）
　
刑
事
実
務
一
般
見
解
の
問
題
点
に
つ
い
て

イ
　
証
拠
調
べ
手
続
の
な
い
共
同
被
告
人
の
不
利
な
供
述

　
　
　
伝
統
的
な
実
務
見
解
と
し
て
は
、
共
同
被
告
人
供
述
の
証
拠
調
べ
手
続
は
一
般
の
被
告
人
の
自
白
の
調
べ
手
続
と
同
じ
よ
う

　
　
に
行
わ
れ
、
他
の
証
拠
調
べ
手
続
（
例
え
ば
刑
訴
法
第
一
六
四
条
の
物
証
の
証
拠
調
べ
、
同
一
六
五
条
の
書
証
の
証
拠
調
べ
、
同
一

　
　
六
六
条
以
下
の
証
人
の
証
拠
調
べ
）
が
必
要
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
説
明
は
全
く
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
他
の
被
告
人
に
と
っ

　
　
て
は
、
共
同
被
告
人
の
不
利
な
供
述
に
対
す
る
尋
問
の
機
会
が
実
質
的
に
奪
わ
れ
、
被
告
人
の
防
御
権
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に

　
　
な
る
。
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口

不
当
な
共
同
被
告
人
の
不
利
な
供
述
評
価

　
一
般
的
に
、
共
犯
者
が
常
に
他
人
を
犯
罪
事
実
に
巻
き
込
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
刑
事
責
任
を
他
人
に
押
し
付
け
る
虚
偽
の
供

述
を
す
る
危
険
が
あ
る
が
、
も
し
も
そ
の
他
の
審
理
中
の
証
拠
調
べ
手
続
き
を
無
視
す
れ
ば
、
却
っ
て
真
実
発
見
の
障
害
と
な

る
に
違
い
な
い
。
従
っ
て
、
真
実
発
見
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
証
拠
証
明
力
の
制
限
で
共
同
被
告
人
の
不
利
な
供
述
を
評
価
す

る
と
い
う
よ
り
も
、
被
告
人
が
共
同
被
告
人
に
対
し
尋
問
す
る
ほ
う
が
容
易
に
真
実
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ノ’、

不
当
な
被
告
人
自
白
と
の
同
視

　
前
述
の
よ
う
に
、
過
去
の
刑
事
実
務
は
常
に
共
同
被
告
人
の
不
利
な
供
述
を
直
接
被
告
人
の
自
白
と
同
視
す
る
が
、
最
近
こ

の
よ
う
な
見
解
が
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
共
同
被
告
人
の
不
利
な
供
述
（
あ
る
い
は
犯
罪
事
実
を
認
め
る
こ

と
）
は
あ
く
ま
で
も
共
同
被
告
人
自
己
の
不
利
な
供
述
に
過
ぎ
ず
、
被
告
人
本
人
の
自
白
で
は
な
く
て
、
そ
の
不
利
な
供
述
を

被
告
人
の
犯
罪
事
実
に
対
す
る
自
白
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
3
　
大
法
官
会
議
第
五
八
二
号
解
釈
の
見
解

　
（
一
）
　
大
法
官
会
議
第
五
八
二
号
解
釈
の
主
な
論
点

イ
　
被
告
人
の
証
人
尋
問
権
に
つ
い
て
の
憲
法
保
障

　
　
　
憲
法
第
一
六
条
は
国
民
の
訴
訟
権
を
保
障
し
て
い
る
。
刑
事
被
告
人
に
は
、
む
ろ
ん
そ
の
訴
訟
手
続
上
の
防
御
権
が
あ
る
。

　
　
「
証
人
を
尋
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
の
は
被
告
人
の
憲
法
上
の
訴
訟
権
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
憲
法
第
八
条
第
一

　
　
項
で
い
う
「
裁
判
所
の
合
法
的
な
手
続
に
よ
ら
な
い
訴
訟
手
続
で
は
審
問
ま
た
は
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
デ
ュ

　
　
ー
・
プ
ロ
セ
ス
保
障
規
定
で
あ
る
。
被
告
人
の
証
人
に
対
す
る
尋
問
権
を
確
保
す
る
た
め
、
証
人
は
審
理
中
、
法
定
手
続
に
よ

　
　
っ
て
、
出
頭
・
宣
誓
し
て
陳
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
証
人
は
被
告
人
の
尋
問
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
ず
、
そ
の

　
　
陳
述
に
よ
っ
て
初
め
て
被
告
人
の
犯
罪
事
実
の
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

台湾における取調べ規制及び関連供述の評価

口

共
同
被
告
人
の
証
人
適
格

　
共
同
被
告
人
の
供
述
を
審
理
中
ど
う
調
査
す
る
か
に
つ
い
て
、
大
法
官
会
議
は
被
告
人
の
防
御
権
の
観
点
か
ら
、
共
同
被
告

人
の
訴
訟
手
続
の
地
位
を
以
下
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
事
審
判
上
で
い
わ
ゆ
る
共
同
被
告
人
と
は
、
訴
訟

促
進
の
た
め
、
検
察
官
ま
た
は
自
訴
人
（
台
湾
の
私
訴
制
度
）
に
よ
っ
て
合
併
起
訴
あ
る
い
は
追
加
起
訴
し
、
ま
た
は
裁
判
所

に
よ
っ
て
合
併
審
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
共
同
被
告
人
の
各
被
告
人
は
独
自
に
存
在
し
て
お
り
、

各
被
告
人
は
各
自
で
犯
罪
事
実
を
犯
す
。
従
っ
て
、
他
の
被
告
人
に
と
っ
て
は
、
共
同
被
告
人
と
は
被
告
人
以
外
の
第
三
者
で

あ
り
、
本
質
的
に
は
証
人
の
一
種
で
あ
る
。
そ
し
て
、
共
同
被
告
人
は
事
件
の
合
併
関
係
で
他
の
被
告
人
の
憲
法
上
の
権
利
に

影
響
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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ノ、

尋
問
を
経
な
い
供
述
の
証
拠
不
適
格
（
違
憲
宣
告
）

　
証
人
尋
問
権
は
憲
法
上
の
訴
訟
権
の
保
護
領
域
で
あ
り
、
憲
法
第
八
条
で
い
う
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
保
障
規
定
の
一
種
で
も

あ
る
。
共
同
被
告
人
は
証
人
の
適
格
を
持
っ
て
い
る
が
、
伝
統
的
な
見
解
と
し
て
共
同
被
告
人
の
供
述
を
他
の
共
同
被
告
人
の

不
利
な
証
拠
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
他
の
共
同
被
告
人
の
事
件
に
と
っ
て
は
、
そ
の
供
述
が
審

判
中
あ
る
い
は
審
判
外
で
行
う
か
を
問
わ
ず
、
共
同
被
告
人
を
他
の
共
同
被
告
人
事
件
と
す
る
証
人
適
格
を
否
定
す
る
こ
と
は
、

当
時
（
一
九
三
五
年
）
制
定
さ
れ
た
刑
事
訴
訟
法
第
二
七
三
条
の
規
定
趣
旨
に
違
反
す
る
。
し
か
も
、
他
の
共
同
被
告
人
が
共

同
被
告
人
の
証
人
に
対
す
る
尋
問
権
を
奪
う
こ
と
に
な
り
、
憲
法
の
訴
訟
権
保
障
規
定
の
趣
旨
に
抵
触
す
る
。
従
っ
て
、
前
述

の
最
高
裁
判
所
一
九
四
二
年
上
字
第
二
四
二
三
号
判
例
及
び
一
九
五
七
年
台
上
字
第
四
一
九
号
判
例
は
憲
法
違
反
で
廃
止
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
二
）
　
大
法
官
会
議
第
五
八
二
号
解
釈
に
対
す
る
刑
事
実
務
の
態
度

　
大
法
官
会
議
第
五
八
二
号
解
釈
が
公
表
さ
れ
た
後
、
台
湾
最
高
裁
判
所
は
ほ
ぽ
こ
の
解
釈
趣
旨
に
よ
っ
て
判
決
を
言
い
渡
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
共
同
被
告
人
の
不
利
な
供
述
を
証
人
の
証
言
と
認
定
し
て
お
り
、
被
告
人
は
共
同
被
告
人
に
対
す
る
証
人
尋
問
権

　
（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

を
有
し
、
共
同
被
告
人
の
供
述
に
つ
い
て
伝
聞
法
則
が
適
用
で
き
る
。
な
お
、
軍
事
裁
判
手
続
に
お
い
て
は
、
被
告
人
の
共
同
被
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

人
に
対
す
る
証
人
尋
問
権
を
も
保
障
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
刑
事
実
務
見
解
の
変
化
に
よ
っ
て
、
捜
査
機
関
の
共
犯
関
係
を
有
す
る
被
疑
者
に
対
す
る
取
調
べ
の
方
式
も
変
わ
っ
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

特
に
、
検
察
官
は
先
ず
共
犯
関
係
を
有
す
る
被
疑
者
に
対
す
る
宣
誓
手
続
を
求
め
供
述
を
獲
得
し
た
後
、
そ
の
供
述
を
証
言
と
し
て

公
判
手
続
に
提
出
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
捜
査
段
階
に
お
い
て
は
、
検
察
官
が
共
犯
関
係
を
有
す
る
被
疑
者
に
対
し
宣
誓
さ
せ
、
陳
述

（
証
言
）
を
求
め
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
共
犯
関
係
を
有
す
る
被
疑
者
の
陳
述
（
証
言
）
が
伝
聞
法
則
の
例
外
状
況



（
刑
訴
法
第
一
五
九
条
第
二
項
の
検
面
調
書
の
伝
聞
例
外
）
と
し
て
公
判
に
提
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
被
告
人
の
、
公

判
に
お
け
る
「
共
犯
関
係
を
有
す
る
被
疑
者
」
（
証
人
）
に
対
す
る
証
人
尋
問
権
あ
る
い
は
質
問
権
が
完
全
に
奪
わ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
と
い
う
の
も
、
検
面
調
書
の
伝
聞
例
外
が
乱
用
さ
れ
た
結
果
、
公
判
手
続
で
の
反
対
尋
問
が
省
略
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
将
来
的
に
は
、
被
告
人
の
証
人
尋
問
権
を
保
障
す
る
た
め
、
検
察
官
の
前
で
の
証
人
ま
た
は
被
疑
者
に
対
す
る
「
訊
問

制
度
」
を
廃
止
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
検
面
調
書
の
法
律
効
果
（
伝
聞
例
外
）
も
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

台湾における取調へ規制及び関連供述の評価

　
（
三
）
　
大
法
官
会
議
第
五
八
二
号
解
釈
に
対
す
る
評
価

　
被
告
人
の
防
御
権
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
大
法
官
会
議
第
五
八
二
号
解
釈
で
い
う
共
同
被
告
人
を
証
人
と
す
る
と
き
、
必
ず
被
告

人
の
証
人
尋
問
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
は
大
い
に
賞
賛
さ
れ
る
。
特
に
実
務
で
よ
く
争
わ
れ
る
共
同
被
告
人
の
証

人
適
格
問
題
が
こ
の
解
釈
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
訴
訟
手
続
的
な
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
被
告
人
と
証
人
は
異
な
る
属
性
を
有
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
両
者
の
権
利
保
障
は
別
々
に
定
め
ら

れ
、
審
理
中
の
証
拠
調
べ
手
続
も
違
っ
て
く
る
。
大
法
官
会
議
第
五
八
二
号
解
釈
に
よ
る
と
、
共
同
被
告
人
は
被
告
人
の
一
種
で
あ

り
、
証
人
の
適
格
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
共
同
被
告
人
は
被
告
人
と
証
人
両
者
を
兼
ね
て
い
る
。

　
二
〇
〇
三
年
改
正
刑
事
訴
訟
法
第
二
八
七
条
の
一
で
は
、
「
裁
判
所
が
適
当
だ
と
認
め
る
と
き
に
は
、
裁
判
所
の
職
権
ま
た
は
、

当
事
者
あ
る
い
は
弁
護
人
の
申
請
に
よ
っ
て
、
共
同
被
告
人
の
証
拠
調
べ
手
続
あ
る
い
は
弁
論
手
続
の
分
離
ま
た
は
合
併
を
決
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
第
一
項
）
。
前
項
の
場
合
、
共
同
被
告
人
の
利
害
関
係
が
対
立
し
て
お
り
、
被
告
人
の
権
利
保
障
を
必
要
と
す

る
な
ら
ば
、
証
拠
調
べ
手
続
あ
る
い
は
弁
論
手
続
を
分
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
二
項
）
。
」
と
さ
れ
る
。
同
第
二
八
七
条
の
二

に
、
「
裁
判
所
は
被
告
人
本
人
の
事
件
に
お
い
て
、
共
同
被
告
人
を
調
査
す
る
と
き
、
共
同
被
告
人
の
調
査
は
証
人
の
取
調
べ
手
続

規
定
を
準
用
す
る
」
と
さ
れ
る
。
な
お
、
同
第
一
八
一
条
の
一
に
、
「
被
告
人
以
外
の
人
が
主
尋
問
で
被
告
人
に
関
す
る
事
項
を
陳
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述
す
る
部
分
に
つ
い
て
反
対
尋
問
を
受
け
る
と
き
に
は
、
証
言
を
拒
絶
し
て
は
い
け
な
い
。
」
と
さ
れ
る
。

　
証
拠
調
べ
手
続
あ
る
い
は
弁
論
手
続
を
分
離
す
る
と
い
う
制
度
は
二
〇
〇
三
年
法
の
改
正
で
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
前
述
の

最
高
裁
判
所
一
九
四
二
年
上
字
第
二
四
二
三
号
判
例
及
び
一
九
五
七
年
台
上
字
第
四
一
九
号
判
例
が
言
い
渡
さ
れ
た
と
き
に
は
、
い

わ
ゆ
る
証
拠
調
べ
手
続
あ
る
い
は
弁
論
手
続
を
分
離
し
ま
た
は
合
併
す
る
制
度
が
ま
だ
な
か
っ
た
た
め
、
共
同
被
告
人
に
対
す
る
証

人
調
べ
手
続
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
法
官
会
議
第
五
八
二
号
解
釈
で
い
う
よ
う
に
、
他
人
の
自
己
に
不
利
な
陳

述
に
対
し
そ
の
真
実
性
を
争
う
と
い
う
防
御
保
障
は
被
告
人
の
訴
訟
手
続
の
基
本
権
で
あ
る
。
こ
れ
も
真
実
発
見
の
方
法
の
ひ
と
つ

と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
真
実
発
見
と
い
う
訴
訟
目
的
は
、
証
拠
調
べ
手
続
あ
る
い
は
弁
論
手
続
な
ど
の
分
離
手
続
（
い
わ
ゆ
る
分
離

審
判
手
続
）
が
あ
る
か
否
か
と
は
直
接
的
に
は
関
係
な
く
、
被
告
人
の
防
御
権
が
保
障
さ
れ
る
か
否
か
に
重
点
が
置
か
れ
る
。
従
っ

て
、
被
告
人
に
防
御
権
を
与
え
る
こ
と
は
憲
法
保
障
の
実
現
で
あ
り
、
分
離
審
判
手
続
は
単
に
防
御
権
行
使
の
一
手
段
で
あ
っ
て
、

分
離
審
判
手
続
が
な
く
て
も
被
告
人
の
防
御
権
を
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
大
法
官
会
議
第
五
八
二
号
解
釈
の
意
義
所
在
だ

と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
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四
　
結
び
に
か
え
て

　
捜
査
段
階
に
お
け
る
被
疑
者
取
調
べ
透
明
化
の
た
め
、
一
九
六
七
年
以
降
、
特
に
一
九
九
七
年
に
取
調
べ
始
点
の
計
算
規
定
（
同

九
三
条
の
一
）
と
取
調
べ
全
過
程
の
連
続
録
音
・
録
画
規
定
（
同
一
〇
〇
条
の
一
）
の
改
正
が
な
さ
れ
た
り
、
一
九
九
八
年
に
夜
間
取

調
べ
の
禁
止
規
定
（
同
一
〇
〇
条
の
三
）
の
改
正
が
な
さ
れ
た
り
し
て
、
被
疑
者
の
防
御
権
が
一
段
高
く
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
捜
査
段
階
に
お
い
て
、
検
察
官
が
依
然
と
し
て
被
疑
者
に
対
す
る
部
分
的
強
制
処
分
権
（
召
喚
、
勾
引
、
検
証
、



鑑
定
な
ど
）
を
持
っ
て
お
り
、
か
つ
被
疑
者
や
証
人
に
対
し
て
「
訊
問
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
過
去
の
職
権
主
義
的
な

色
彩
と
も
い
え
る
検
察
司
法
の
弊
害
は
、
取
調
規
制
の
合
理
化
を
求
め
続
け
て
い
る
民
問
弁
護
団
体
に
と
っ
て
、
法
制
度
上
の
最
大

な
致
命
的
な
問
題
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
六
七
年
か
ら
何
度
も
法
改
正
が
実
現
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
疑
者
の
取
調
べ
の

法
規
制
が
向
上
さ
れ
て
き
た
結
果
、
被
疑
者
の
訴
訟
手
続
的
な
権
利
保
障
や
訴
訟
地
位
が
上
が
っ
て
き
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
り
、

こ
れ
ら
は
現
実
の
改
正
成
果
の
現
れ
で
あ
る
。

台湾における取調べ規制及び関連供述の評価

〔
付
記
〕

　
加
藤
先
生
に
は
、
博
士
課
程
の
四
年
半
指
導
教
官
と
し
て
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
。
大
阪
大
学
で
博
士
前
期
課
程
を
終
え
た
私

を
博
士
後
期
課
程
か
ら
受
け
入
れ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、
私
の
人
生
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
ま
し
た
。
無
事
日
本
で
の

学
位
を
取
得
で
き
た
の
も
先
生
の
お
人
柄
ゆ
え
だ
と
思
い
ま
す
。
留
学
生
活
を
終
え
て
台
湾
で
の
就
職
が
決
ま
っ
た
時
に
先
生
が
非

常
に
喜
ん
で
く
だ
さ
り
、
お
祝
い
の
パ
ー
テ
ィ
を
開
い
て
下
さ
っ
た
こ
と
は
今
で
も
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。
先
生
の
研
究
室
で
の

経
験
は
、
自
身
が
指
導
す
る
側
に
回
っ
て
か
ら
非
常
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
先
生
に
は
こ
れ
か
ら
も
ご
健

康
に
ご
留
意
下
さ
い
ま
す
よ
う
祈
念
い
た
し
ま
す
。

（
1
）
　
日
本
の
大
正
旧
刑
訴
と
異
な
る
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、
当
時
の
中
華
民
国
刑
事
訴
訟
法
は
ー
、
予
審
制
度
を
採
っ
て
い
な

　
い
こ
と
、
2
、
公
訴
と
自
訴
（
私
訴
）
が
並
立
す
る
こ
と
、
3
、
起
訴
法
定
主
義
を
と
っ
て
い
る
こ
と
、
か
つ
不
起
訴
処
分
が
判
決
と
同

　
じ
よ
う
に
確
定
力
を
持
つ
こ
と
、
4
、
準
備
段
階
で
裁
判
官
が
被
告
人
の
訊
問
を
中
心
に
す
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

（
2
）
　
黄
東
熊
『
刑
事
訴
訟
法
論
』
（
台
湾
三
民
書
局
、
一
九
九
九
年
版
）
二
六
頁
参
照
。

（
3
）
　
刑
訴
法
第
二
四
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
「
被
告
人
ま
た
は
被
疑
者
の
弁
護
人
は
、
検
察
官
、
検
察
事
務
官
、
司
法
警
察
職
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員
が
被
告
人
ま
た
は
被
疑
者
を
取
り
調
べ
る
と
き
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
意
見
を
陳
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
…
…
」
と
さ
れ
る
。

（
4
）
　
台
湾
で
は
、
被
告
人
と
被
疑
者
（
犯
罪
嫌
疑
人
）
と
の
区
別
が
日
本
と
は
異
な
る
。
検
察
官
に
送
致
す
る
前
を
被
疑
者
（
犯
罪
嫌
疑

　
人
）
と
呼
び
、
送
致
後
は
、
被
告
人
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

（
5
）
　
台
湾
最
高
裁
判
所
一
九
八
七
年
台
上
字
第
一
七
四
四
号
判
決
参
照
。

（
6
）
　
従
来
検
察
官
が
自
ら
「
当
事
者
」
で
な
く
、
「
司
法
官
」
で
あ
る
か
ら
、
強
制
的
に
被
告
人
の
供
述
を
取
る
こ
と
が
な
い
と
主
張
し

続
け
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
検
察
官
が
被
告
人
を
尋
問
（
訊
問
）
す
る
と
き
、
被
告
人
を
い
じ
め
、

恐
喝
ま
た
は
威
喝
す
る
こ
と
が
あ
り
、
検
察
官
が
取
る
自
白
の
一
部
分
は
強
制
的
に
取
っ
た
も
の
に
違
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

　
え
、
検
察
官
が
不
正
方
法
を
使
っ
て
被
告
人
の
自
白
を
取
る
こ
と
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。
台
湾
で
は
、
警
察
官
と
検
察
官
を
問
わ
ず
、

被
告
人
自
白
の
取
得
が
捜
査
上
の
主
な
手
続
と
な
っ
て
い
る
。
検
察
官
に
対
す
る
自
白
取
得
を
規
制
す
る
こ
と
は
、
今
後
、
法
改
正
の
も

　
う
一
つ
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
耳
8
”
＼
＼
プ
ダ
莞
≦
ω
・
逢
ぎ
o
お
o
ヨ
蚕
三
2
隻
ξ
一
＼
ミ
更
ミ
O
㎝
8
＼
oo
往
芽
O
o
。
窪
ヨ
ご
耳
ε
一
＼
＞
多

　
壼
毛
ω
●
｝
嬉
『
o
o
薗
8
ヨ
＼
餌
三
色
①
＼
⊆
二
＼
隻
餌
＼
O
刈
O
㎝
8
㎝
＼
α
ω
げ
い
『
9
一
一
（
国
O
O
刈
＼
8
＼
旨
）
。

（
7
）
　
台
湾
刑
事
訴
訟
法
第
二
二
八
条
以
下
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
検
察
官
が
唯
一
の
捜
査
機
関
で
あ
り
、
警
察
機
関
が
捜
査
上
検
察
官
の
補

助
機
関
と
し
て
犯
罪
を
調
査
す
る
。
だ
か
ら
、
司
法
警
察
職
員
が
被
告
人
を
取
り
調
べ
る
と
き
、
録
音
・
録
画
を
す
る
方
式
が
検
察
官
の

取
調
べ
方
式
に
準
ず
る
こ
と
に
な
る
。

　　　　　　　ハ　　　ハ　　　　　　　　

∠Σ12111098口　　）　　）　　）　　）　　）

台
湾
最
高
裁
判
所
二
〇
〇
五
年
台
上
第
五
三
五
六
号
判
決
、
最
高
裁
判
所
二
〇
〇
五
年
台
上
第
三
九
五
三
号
判
決
も
同
旨
。

黄
朝
義
『
刑
事
訴
訟
法
』
（
台
湾
一
品
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
四
六
四
頁
以
下
。

台
湾
最
高
裁
判
所
二
〇
〇
五
年
台
上
第
一
〇
七
四
号
判
決
、
最
高
裁
判
所
二
〇
〇
五
年
台
上
第
三
七
〇
号
判
決
も
同
旨
。

こ
の
罪
名
告
知
と
有
利
証
拠
の
調
査
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
立
法
論
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
か
ら
、
本
論
で
詳
し
く
探
求
し
な
い
。

刑
事
訴
訟
法
第
］
五
八
条
の
二
第
一
項
は
、
「
刑
訴
法
第
九
三
条
の
一
第
二
項
、
第
一
〇
〇
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
場

取
得
し
た
被
告
人
ま
た
は
被
疑
者
の
自
白
及
び
そ
の
他
不
利
益
な
陳
述
は
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
…
…
」
と
規
定
さ
れ
て

い
る
。
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（
1
3
）
権
利
告
知
が
果
た
さ
れ
な
い
場
合
、
被
告
入
は
訴
訟
上
の
防
御
権
行
使
が
難
し
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
捜
査
機
関
が
被
告
人
に
権
利
告

知
を
し
な
い
場
合
、
す
べ
て
取
得
し
た
証
拠
は
そ
の
証
拠
能
力
を
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
刑
事
訴
訟
法
第
一
五
八
条
の
二
第
二
項
の

解
釈
論
と
し
て
、
被
告
人
の
黙
秘
権
等
の
権
利
が
絶
対
的
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
て
あ
る
。
同
条
第
一
項
但
し
書
き
に
い
う
「
…
…
取
得
し

　
た
自
白
ま
た
は
不
利
な
供
述
は
、
捜
査
人
員
が
悪
意
に
よ
ら
ず
、
か
つ
被
告
人
が
自
由
な
意
思
の
下
供
述
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
証

　
拠
能
力
が
あ
る
と
さ
れ
る
」
（
刑
訴
法
第
一
五
八
条
の
二
第
二
項
が
同
条
第
一
項
の
但
し
書
き
に
準
用
さ
れ
る
）
と
の
規
定
を
制
限
す
べ

　
き
で
あ
る
。

（
1
4
）
　
黄
朝
義
『
刑
事
訴
訟
法
』
（
台
湾
一
品
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
四
七
九
頁
以
下
。

（
1
5
）
台
湾
で
は
、
司
法
院
は
全
国
の
最
高
司
法
機
関
て
あ
り
、
民
事
、
刑
事
、
行
政
訴
訟
の
審
判
及
び
公
務
員
の
懲
戒
処
分
の
審
査
等
を

掌
る
。
司
法
院
は
大
法
官
会
議
を
置
き
、
一
五
名
大
法
官
で
組
織
す
る
。
大
法
官
会
議
が
憲
法
解
釈
、
法
令
争
議
事
件
の
統
一
解
釈
、
憲

　
法
法
廷
を
組
織
し
て
政
党
の
違
憲
解
散
及
び
大
統
領
の
弾
劾
事
件
等
の
審
査
を
担
当
す
る
。

（
1
6
）
　
台
湾
最
高
裁
判
所
二
〇
〇
六
年
台
上
字
第
三
三
五
二
号
判
決
。

（
1
7
）
　
台
湾
最
高
裁
判
所
二
〇
（
リ
六
年
台
ヒ
字
第
三
四
〇
一
号
判
決
。

（
1
8
）
　
台
湾
最
高
裁
判
所
二
〇
〇
四
年
台
L
字
第
六
八
四
七
号
判
決
。

（
1
9
）
　
台
湾
で
は
法
務
関
係
者
は
、
検
察
官
か
被
疑
者
に
対
す
る
召
喚
、
勾
引
、
訊
問
な
ど
の
強
制
処
分
権
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
「
司
法

　
官
」
だ
と
主
張
し
続
け
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
検
察
官
が
証
人
に
対
す
る
宣
誓
手
続
を
求
め
て
も
お
か
し
く
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
刑

　
法
第
一
六
八
条
に
も
、
証
人
が
検
察
官
の
前
で
虚
偽
陳
述
す
れ
ば
、
偽
証
罪
の
処
罰
対
象
と
な
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
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